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■定住促進住宅とは          
 定住促進住宅は、鹿島市への定住を促進するため、市営住宅とは別に公営

住宅法に拠らず市が独自に供給する住宅です。 

■入居できる条件           
次の１から４のすべてを満たす方を対象とした賃貸住宅です。 

 

１ 市町村民税その他の市町村に納付すべき税を滞納していない方 

２ 家族を伴って入居される方 

  ※婚約等による、一時的な単身入居（後日同居）をする場合はご相談く

ださい。 

３ 申請者の月額収入（所得）の額が、家賃の３倍以上である方 

４ 申請者及び申請者と同居される方が、暴力団員（「暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）」第２条第６号に

規定される暴力団員をいいます。）でないこと 

■家賃等               
１ 家賃 

  月額の家賃は、棟及び階数によって異なります。 

名称 １、２階 ３階 ４、５階 

古枝住宅１号棟 ３２，０００円 ３０，０００円 ２８，０００円 

古枝住宅２号棟 ３２，０００円 ３０，０００円 ２８，０００円 

古枝住宅３号棟 ３３，０００円 ３１，０００円 ２９，０００円 

 

【市外からの入居者の家賃について】 

①  全世帯転入 

入居者全員が市外からの転入者の場合、上記家賃より 3,000 円減額 

（ただし、小学校就学前の子どもが含まれる場合は、5,000 円減額） 

②  一部転入 

入居者の一部が市外からの転入者の場合、上記家賃より 1,000 円減額 

※減額される期間は、入居後２年間です。 

ただし、減額期間中（入居後２年間のうち）に退去される場合は、 減

額に相当する金額をお支払いしていただきます。） 
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２ 敷金 

   敷金は、家賃の２ヵ月分の額とし、入居日までに納付書にて市内金融

機関にて納入していただきます。 

   市外からの転入者については、敷金を免除します。 

 

３ 駐車場使用料 

   普通自動車が月額１，３００円、軽自動車が月額６００円となります。

１世帯１台は確保し、２台分まで利用できます。 ただ し、駐車 場の 利

用状況により利用できない場合がございます。その時は、ご自身で駐

車場を確保していただきます。 

 

４ 家賃及び駐車場使用料の支払い方法 

   家賃及び駐車場使用料は、入居後毎月の末日（１２月分は２５日又は

２６日予定。土日祝日の場合はその前日。）に当月分の家賃を預金口座

から振り替えによりお支払いいただきます。 

 

■賃貸借契約             
賃貸借契約は、民法及び借地借家法の規定に基づき普通借家契約（一般的

な賃貸借契約）で締結します。 

 

普通借家契約 

契約方法は、「定住促進住宅賃貸借契約書」の書面により取り交わします。

契約期間は、１年とし正当な事由がない限り更新されます。退去しようとす

るときは、「定住促進住宅退去届」を提出してください。 
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■申込みから入居まで         
 「入居予備者申し込みのご案内」（１～２ページ）で「入居できる条件」、

「家賃等」、「賃貸借契約」の内容を理解し、入居を希望する定住促進住宅

の空き状況を市報又は市ホームページにて確認の上、次により申し込みくだ

さい。 

 

１ 「定住促進住宅入居申込書」（別冊の「提出書類」）の記入 

 

 

２ 鹿島市都市建設課へ「定住促進住宅入居申込書」に住民票等申込みに必

要な書類の添付のうえ、直接又は郵送によりお申込みください。 

 

 

３ 鹿島市は、「定住促進住宅申込書」に基づき、記載内容や添付書類等で

入居できる条件の審査を行い、それに該当する方を入居資格者として認定

します。 

 

 

４ 認定された入居資格者を対象に公開抽選会を実施し、入居予備者の入居

優先順位を決定します。 

 

 

５ 空き部屋で入居をご案内できる状況になりましたら、優先順位の早い入

居予備者へ建設住宅課から連絡を行います。 

 

 

６  連絡を受けた入居予備者について事前に空き部屋をご案内致します。

ご案内した空き部屋に入居しない場合は、次の順位の方へその部屋をご

案内することとなります。 

 

 

７ 建設住宅課にて入居についての手続きの説明を致します。 
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■申込みに必要な書類         
 

【必要な書類】 

提出書類 注意事項 摘要 

①定住促進住宅入居申込書 
必要事項に記入の上、署

名捺印をお願いします。 
 

②暴力団排除に係る誓約書 
申請者の署名捺印をお願

いします。 

暴力団でないこと

を確認します。 

③住民票謄本 

入居しようとする者全員

（続柄が表示）が記載さ

れたものを提出してくだ

さい。 

同居親族がいるこ

とを確認します。 

④所得証明書 

申請者又は主たる生計者

の所得が記載されたもの

を提出してください。 

収入基準に該当す

ることを確認しま

す。 

⑤滞納のない証明書 
申請者分の証明書を提出

してください。 

税の滞納が無いこ

とを確認します。 

※婚約証明書 

婚約中（半年以内に婚姻

予定）の方が単身で事前

に入居する場合は提出し

てください。 

単身入居できるこ

とを確認します。 

※就労（予定）証明書 

直近の所得証明書で所得

が証明できない場合は提

出してください。 

収入基準に該当す

ることを確認しま

す。 

※戸籍謄本 

新婚世帯（婚姻後１年以

内）の場合は提出してく

ださい。 

 

・①及び②は、別紙「入居予備者申し込みのご案内（提出書類）」をご覧く

ださい。 

・③、④及び⑤は、お住まいの市区町村発行のものを提出してください。 

・「※」は、該当される方のみ提出してください。 

・その他申請内容を確認するために必要な書類を提出していただく場合がご

ざいます。 
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■申込みをされる方へ         
 

①次のような方は、申し込みできません。 

 

（１）申請者又は申請者と同居される方が暴力団員である場合 

（２）入居できる条件を満たさない方 

 

②犬・猫などの動物は、飼育できません。 

 

③次のような方は、申し込まれても無効になります。 

 

「定住促進住宅入居申込書」など提出書類に不正な記載があったとき 

 

④次のような方は、入居決定を取り消します。 

 

（１）入居日（市が指定した日）までに「定住促進住宅賃貸借契約書」等の

提出がない方 

   なお、入居日までに敷金の払込みを済ませていない方には、鍵はお渡

し致しません。 

 

⑤次のような方は、入居期間中であっても退去していただきます。 

 

（１）「定住促進住宅入居申込書」に虚偽の記載をして入居した方 

（２）家賃等を２ヶ月分以上滞納した方 

（３）入居できる条件を欠いた方 

（４）入居者心得を遵守しない方 

（５）賃貸借契約に違反した方 

 

⑥家賃等滞納の場合は、次の措置をとることになります。 

 

（１）賃貸借契約の解除に伴う住戸の明渡し請求、差し押さえ等の法的処置 

（２）連帯保証人に対しても滞納家賃等の支払い請求及び法的措置 
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⑦家賃等の支払いは、預金口座振替をお願いします。 

 

（１）家賃の支払いは、口座振替でお願いします。申請者は、各金融機関窓

口で口座振替の手続きをしてください。 

（２）毎月末日（土日祝日の場合はその前日）が当月分の口座振替日です。 

 

⑧自家用車をお持ちの方等へ。 

 

市が管理する駐車場を使用する場合は、使用申出書の提出が必要です。

又駐車場が満車で利用できない場合は、ご自身で駐車場を確保していただ

きます。 

 

⑨連帯保証人について。 

 

連帯保証人は、借受人と連帯して、賃貸借契約上のすべての債務につい

て履行の責任が課せられています。 

例えば、借受人が家賃、駐車場使用料、損害金等支払うべき金額を支払

わなかったり、宿舎を棄損し、あるいは無断で現状を変更した場合は、連

帯保証人が借受人に代わって当該金員の支払い、あるいは原状回復をして

いただくことになりますので、連帯保証人になる方に充分に説明してくだ

さい。 

 

⑩住戸及び設備について。 

 

申し込みいただく定住促進住宅は、建築後相当年数が経過しており、住

戸の設備についても使用できるものについては古いものでも、そのまま利

用していただいています。 

 

⑪個人情報について。 

 

鹿島市は、「鹿島市個人情報の保護に関する法律施行条例」（令和５年

条例第７号）に基づき、入居及び申請に伴い提出いただいた個人情報につ

いて適正に取り扱うことを努めてまいります。 
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■間取り図              
 

３ＤＫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ 部屋によっては、DK 横が和室とフロアの違いがあります。 

 

◆１・２号棟と３号棟との設備の違いがあります。 

  １．トイレ＝３号棟のみ段差がありません。(扉堺がフラットです) 

  ２．洗面台＝３号棟のみ給湯付きでお湯が出ます 

  ３．浴 室＝電動換気扇付きです。（１・２号棟は自然換気です） 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

〒８４９－１３１２ 

佐賀県鹿島市大字納富分２６４３番地１ 

鹿島市 建設住宅課 住宅係 

電話番号 ０９５４－６３－３４１５ 

ＦＡＸ  ０９５４－６３－２３１３ 

 

 


